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相

良

村

さ
が

ら

む
ら

（役 場）

一 
 

概

況

二 
 

村
名
の
由
来

 
 

昭
和
の
合
併
に
あ
た
り
、
合
併
村
の
住
民
か
ら
新
村
名
を
公
募
し
た
と
こ
ろ
、
相
良
藩
三
五

代
七
〇
〇
年
の
歴
史
の
中
に
生
き
て
き
た
住
民
は
、
球
磨
川
と
と
も
に
名
城
相
良
城
の
イ
メ
ー

ジ
を
断
ち
が
た
く
、「
相
良
村
」が
大
多
数
を
占
め
た
の
で
こ
れ
を
新
村
名
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

 
 

球
磨
郡
の
西
北
部
に
位
置
す
る
、
人
口
四
、
九
三
四
（
平
成
二
二
年
国
勢
調
査
）
、
面
積
約
九

五
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
村
で
あ
る
。
西
は
人
吉
市
と
球
磨
郡
山
江
村
、
東
は
球
磨
郡
多
良
木

町
と
あ
さ
ぎ
り
町
、
南
は
球
磨
郡
錦
町
、
北
は
球
磨
郡
五
木
村
に
そ
れ
ぞ
れ
接
し
て
お
り
、
南

方
に
細
く
、
北
方
に
広
い
扇
形
の
村
で
あ
る
。

 
 

北
部
地
域
は
、
仰
烏
帽
子
、
北
嶽
な
ど
の
高
山
が
連
な
る
森
林
地
帯
で
あ
る
。
南
部
地
域
は
、

人
吉
盆
地
の
一
角
を
形
成
し
、
広
大
な
農
地
を
有
す
る
。

 
 

村
の
中
央
を
北
か
ら
南
に
川
辺
川
が
貫
流
し
、
錦
町
の
境
で
球
磨
川
に
合
流
し
て
い
る
。
こ

の
川
辺
川
に
沿
っ
て
国
道
四
四
五
号
が
走
り
、
南
部
を
横
断
し
て
い
る
県
道
と
と
も
に
、
村
の

動
脈
と
な
っ
て
い
る
。
集
落
の
大
部
分
が
、
川
辺
川
の
両
岸
に
沿
っ
て
連
担
的
に
存
在
し
て
い

る
。
ま
た
、
村
東
端
に
は
大
規
模
林
道
（
五
木
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
）
が
走
っ
て
い
る
。

 
 

村
の
主
要
産
業
は
、
農
業
と
林
業
で
あ
る
。
農
業
は
、
米
作
の
ほ
か
、
数
々
の
賞
を
受
賞
し

て
い
る
茶
、
メ
ロ
ン
、
畜
産
、
果
樹
の
栽
培
が
中
核
を
成
し
て
お
り
、
林
業
に
あ
っ
て
は
、
桧
、

杉
の
生
産
が
主
で
あ
る
。

 
 

昭
和
四
一
年
七
月
三
日
、
建
設
省
が
川
辺
川
に
多
目
的
ダ
ム
（
防
災
・
農
業
用
水
・
発
電
）

の
建
設
計
画
を
発
表
、
昭
和
五
六
年
に
補
償
基
準
の
妥
結
と
と
も
に
水
没
予
定
者
の
移
転
が
始

ま
り
、
昭
和
五
八
年
ま
で
に
移
転
が
完
了
し
た
。
ダ
ム
関
連
の
国
道
及
び
村
道
の
付
け
替
え
工

事
な
ど
も
進
ん
で
い
る
が
、
こ
の
川
辺
川
ダ
ム
建
設
問
題
は
、
現
在
も
な
お
継
続
中
で
あ
る
。

 
 

名
所
旧
跡
と
し
て
は
、
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
十
島
菅
原
神
社
、
「
雨
乞
い
の
宮
」

と
し
て
有
名
な
雨
宮
神
社
、
北
嶽
神
社
、
四
浦
阿
蘇
神
社
の
ほ
か
横
穴
古
墳
群
な
ど
が
あ
る
。

 
 

ま
た
、
温
泉
を
中
心
と
し
た
複
合
施
設
で
あ
る
、
さ
が
ら
温
泉
「
茶
湯
里
」
は
、
観
光
客
や

住
民
の
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
る
。
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三 
 

平
成
の
合
併
検
討
経
緯

四 
 

昭
和
以
前
の
合
併
検
討
経
緯

１ 
 

終
戦
後
の
合
併
経
緯
と
関
係
町
村
の
沿
革

２ 
 

町
村
合
併
促
進
法
制
定
後
の
経
緯

 
 

昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
一
一
月
、
県
は
、
町
村
合
併
促
進
法
の
施
行
に
伴
な
い
、
四
浦

村
、
川
村
、
山
江
村
の
三
か
村
合
併
試
案
を
発
表
し
た
。

 
 

関
係
村
は
、
こ
の
県
試
案
に
基
づ
き
検
討
を
重
ね
、
説
明
会
を
開
い
た
り
ス
ラ
イ
ド
を
作
成

し
て
部
落
を
巡
回
し
て
、
合
併
の
意
義
を
強
調
し
住
民
の
啓
発
に
努
め
た
。

 
 

し
か
し
、
翌
二
九
年
に
至
り
、
山
江
村
は
、
政
治
、
経
済
、
文
化
、
地
勢
、
交
通
等
の
あ
ら

ゆ
る
面
か
ら
、
人
吉
市
と
の
合
併
を
希
望
す
る
よ
う
に
な
り
、
県
試
案
の
三
か
村
合
併
か
ら
離

れ
て
独
自
の
動
き
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
四
浦
村
、
川
村
二
か
村
の
合
併
が
有
力
と
な

っ
て
き
た
。

 
 

こ
の
二
か
村
は
、
地
理
的
条
件
等
か
ら
考
え
て
合
併
可
能
な
見
通
し
が
立
っ
た
の
で
、
両
村

と
も
二
九
年
末
か
ら
合
併
に
関
す
る
事
務
的
な
検
討
に
入
っ
た
。
そ
の
後
、
資
料
を
作
成
し
た

り
、
両
村
の
間
で
会
議
を
開
く
な
ど
し
て
着
々
と
合
併
の
準
備
を
進
め
、
三
一
年
二
月
三
日
、

両
村
の
合
併
促
進
協
議
会
を
発
足
さ
せ
、
事
務
局
を
川
村
役
場
に
置
い
た
。
協
議
会
に
は
、
総

 
 

本
村
は
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
大
小
区
制
の
も
と
で
は
、
川
辺
、
五
木
両
村
と
と
も

に
第
一
四
大
区
第
七
小
区
に
属
し
て
い
た
。

 
 

一
二
年
、
郡
区
町
村
編
制
法
が
施
行
さ
れ
る
と
、
本
村
に
は
単
独
に
戸
長
役
場
が
置
か
れ

た
が
、
一
七
年
に
五
木
村
と
同
一
行
政
区
域
に
な
っ
て
戸
長
役
場
が
置
か
れ
た
。
二
二
年
、

町
村
制
の
施
行
に
伴
な
い
、両
村
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
す
る
と
同
時
に
、
組
合
を
設
置
し
た
が
、

そ
の
後
二
九
年
に
分
離
し
た
。

 
 

本
村
の
地
域
は
、
柳
瀬
、
深
水
、
川
辺
の
三
か
村
か
ら
な
り
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）

の
大
小
区
制
の
も
と
で
は
、
柳
瀬
村
、
深
水
村
は
、
深
田
、
木
上
の
両
村
と
と
も
に
、
第
一

四
大
区
第
六
小
区
に
、
川
辺
村
は
四
浦
、
五
木
両
村
と
も
に
第
七
小
区
に
そ
れ
ぞ
れ
編
入
さ

れ
た
。

 
 

一
二
年
、
郡
区
町
村
編
制
法
の
施
行
に
伴
な
い
、
柳
瀬
、
深
水
両
村
は
二
か
村
で
、
川
辺

村
は
単
独
で
、
そ
れ
ぞ
れ
一
行
政
区
域
と
な
っ
た
が
、
分
立
の
不
経
済
を
な
く
す
た
め
、
一

七
年
に
三
か
村
を
合
わ
せ
て
一
行
政
区
域
と
な
し
、
同
一
戸
長
の
統
治
を
受
け
る
こ
と
と
な

っ
た
。
二
二
年
、
町
村
制
施
行
と
と
も
に
三
か
村
は
合
併
し
て
川
村
と
な
っ
た
。

（
二
） 

 

四
浦
村

（
一
） 

 

川

村

（
市
制
・
町
村
制
施
行
前
か
ら
終
戦
時
に
か
け
て
の
状
況
）

 
 

本
地
域
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
二
年
三
月
の
県
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
に
お
い
て
、
人
吉
・

下
球
磨
地
域
六
市
町
村
の
合
併
パ
タ
ー
ン
が
示
さ
れ
た
。
相
良
村
は
、
合
併
特
例
法
期
限
内
の

合
併
を
推
進
す
る
姿
勢
を
示
し
て
周
辺
市
町
村
と
の
合
併
検
討
に
臨
み
、
平
成
一
四
年
末
に
は

県
の
パ
タ
ー
ン
通
り
の
六
市
町
村
で
の
任
意
協
議
会
が
設
置
さ
れ
た
が
、
こ
の
う
ち
、
人
吉
市
・

相
良
村
の
一
市
一
村
だ
け
が
法
定
協
議
会
へ
の
移
行
を
決
め
た
。

 
 

平
成
一
五
年
四
月
か
ら
法
定
協
議
会
で
の
議
論
が
始
ま
っ
た
も
の
の
、
間
も
な
く
相
良
村
長

が
人
吉
市
と
の
合
併
に
反
対
す
る
姿
勢
を
打
ち
出
し
、
同
年
夏
に
は
こ
の
合
併
協
議
は
解
散
し

て
し
ま
い
、
そ
の
後
は
、
相
良
村
と
周
辺
市
町
村
と
の
合
併
に
向
け
た
動
き
は
顕
在
化
し
な
か

っ
た
。
（
第
二
編
「
人
吉
・
球
磨
地
域
」
参
照
）

市

制

・

町
村
制
前

市

制

・

町

村

制

後

終

戦

ま
で

終

戦

時

柳

瀬

村

深

水

村

川

辺

村

四

浦

村

五

木

村

川

村

川

村

四

浦

村

五

木

村

（
明
二
二
・
四
・
一
新
設
）

（
明
三
一
・
九
・
一
新
設
）

（
明
二
二
・
四
・
一
設
置
）

（
明
二
九
・
四
・
一
解
散
）

四
浦
列
村
（
全
部
事
務
組
合
）

川

村

四

浦

村

相

良

村

相

良

村
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務
、
文
化
、
土
木
、
経
済
の
各
委
員
会
を
設
け
、
詳
細
に
合
併
に
つ
い
て
の
調
査
や
検
討
を
重

ね
て
い
っ
た
。 

し
か
し
、
こ
の
協
議
会
の
発
足
後
、
川
村
の
一
部
に
、
隣
接
地
人
吉
市
と
の
合
併
論
や
現
状

維
持
論
が
出
て
、
一
時
は
合
併
の
実
現
が
危
ぶ
ま
れ
た
が
、
合
併
促
進
協
議
会
委
員
お
よ
び
代

表
者
が
数
回
に
わ
た
っ
て
懇
談
し
た
結
果
、
両
村
は
合
併
す
る
と
い
う
一
応
の
結
論
を
打
ち
だ

す
に
至
り
、
以
後
部
落
別
に
開
か
れ
た
座
談
会
に
お
い
て
極
力
村
民
を
啓
発
し
た
の
で
、
漸
次

合
併
に
賛
意
を
表
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
。 

こ
う
し
て
合
併
へ
の
基
礎
は
固
ま
り
、
同
年
七
月
一
五
日
、
両
村
会
議
は
、
そ
れ
ぞ
れ
合
併

の
議
決
を
行
な
い
、
九
月
一
日
、
川
村
と
四
浦
村
は
合
併
し
て
新
し
く
相
良
村
と
な
っ
た
。 

 

３ 

合
併
条
件
お
よ
び
協
定
事
項 

（
一
） 

合
併
の
形
式 

 

川
村
、
四
浦
村
の
合
体
合
併
と
す
る
。 

（
二
） 

合
併
の
時
期 

 

昭
和
三
一
年
九
月
一
日 

（
三
） 

新
村
名 

 

村
名
は
「
相
良
村
」
と
す
る
。 

（
四
） 

役
場
の
位
置 

役
場
は
、
球
磨
郡
川
村
大
字
深
水
二
五
〇
九
番
地
（
現
川
村
役
場
）
に
置
く
。 

（
昭
和
五
三
年
一
〇
月
一
日
移
転
。
深
水
二
五
〇
〇
‐
一
番
地
） 

（
五
） 

支
所
の
位
置
、
職
員
の
定
数
お
よ
び
そ
の
事
務 

１ 

四
浦
支
所
、
球
磨
郡
四
浦
村
東
二
八
九
四
番
地
の
二
（
現
四
浦
村
役
場
庁
舎
） 

２ 

支
所
職
員 

四
人
、
使
丁 

一
人 

３ 

事
務 

ア 

戸
籍
お
よ
び
住
民
登
録
に
関
す
る
事
務 

イ 

配
給
に
関
す
る
事
務 

ウ 

村
税
そ
の
他
納
入
に
関
す
る
事
務 

工 

諸
証
明
に
関
す
る
事
務 

オ 

そ
の
他
必
要
な
事
務 

（
六
） 

助
役
の
定
数 

 

一
人
と
す
る
。 

（
七
） 

議
会
議
員
の
任
期
お
よ
び
定
数 

議
員
の
任
期
お
よ
び
定
数
は
、
町
村
合
併
促
進
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
、
現

に
そ
の
職
に
あ
る
議
員
は
、
昭
和
三
二
年
四
月
三
〇
日
ま
で
引
き
続
き
在
任
す
る
も
の
と
す

る
。 

（
八
） 

農
業
委
員
会
委
員
の
任
期
お
よ
び
定
数 

農
業
委
員
会
委
員
の
任
期
お
よ
び
定
数
は
、
合
併
促
進
法
第
九
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の

規
定
を
適
用
し
、
村
合
併
の
際
の
定
数
（
二
十
人
）
を
も
っ
て
定
数
と
し
、
昭
和
三
二
年
四

月
三
〇
日
ま
で
在
任
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
九
） 

教
育
委
員
会
委
員
の
任
期
お
よ
び
定
数 

町
村
合
併
促
進
法
第
九
条
の
二
を
適
用
し
、
村
合
併
の
際
に
、
関
係
教
育
委
員
会
の
選
挙

に
よ
る
委
員
が
互
選
し
、
昭
和
三
一
年
九
月
三
〇
日
ま
で
在
任
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
一
〇
） 

合
併
関
係
村
の
職
員
の
身
分
取
扱
い 

１ 

町
村
合
併
促
進
法
第
二
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
村
合
併
の
際
、
現
に
そ
の
職
に
あ
る

合
併
関
係
村
の
一
般
職
の
職
員
は
、
引
き
続
き
新
村
の
一
般
職
の
職
員
と
し
て
身
分
を
保

有
せ
し
め
、
職
員
の
勤
務
年
数
は
、
こ
れ
を
継
承
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
合
併
関
係
村
の
不
均
衡
を
調
整
し
、
そ
の
身
分

取
り
扱
い
に
関
し
て
は
、
一
般
職
の
職
員
の
す
べ
て
を
通
じ
公
正
に
処
理
す
る
。 

３ 

一
般
職
の
職
員
の
退
職
手
当
は
、
村
合
併
後
一
年
以
内
に
退
職
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

新
村
普
通
退
職
手
当
額
の
二
倍
の
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

特
別
職
の
退
職
手
当
は
、
別
に
考
慮
す
る
が
、
原
則
と
し
て
旧
村
に
お
い
て
支
給
す
る

も
の
と
す
る
。 

（
一
一
） 

部
落
駐
在
員
（
区
長
） 

合
併
関
係
の
部
落
駐
在
員
（
区
長
）
は
、「
区
長
」
と
し
て
こ
れ
を
存
置
し
、
逐
次
整
理
統

合
す
る
。 

（
一
二
） 

資
産
お
よ
び
負
債
の
帰
属
、
処
分 

１ 

行
政
財
産
は
、
い
っ
さ
い
新
村
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。 

２ 

基
本
財
産
は
、
い
っ
さ
い
新
村
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。 

た
だ
し
、
川
村
大
字
川
辺
地
区
の
住
民
に
対
す
る
薪
炭
村
の
年
次
有
償
払
い
下
げ
に
つ

い
て
は
、
旧
来
ど
お
り
こ
れ
を
認
め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

既
設
の
部
分
林
契
約
は
、
川
村
の
規
則
に
準
じ
新
村
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。 

４ 

既
設
の
学
校
林
は
、
こ
れ
を
認
め
、
新
村
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。 

５ 

負
債
（
一
時
借
入
金
を
除
く
。）
は
金
額
新
村
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。 

（
一
三
） 

新
村
の
大
字
お
よ
び
小
字
名 
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新
「
相
良
村
」
の
大
字
名
は
、
川
村
は
現
在
ど
お
り
（
柳
瀬
、
深
水
、
川
辺
）
と
し
、
四

浦
村
は
四
浦
に
大
字
を
冠
し
、
小
字
名
は
従
来
の
ま
ま
と
す
る
。

 
 

合
併
関
係
村
の
村
税
そ
の
他
の
収
入
金
で
収
入
未
済
分
は
、努
め
て
整
理
す
る
も
の
と
し
、

な
お
未
整
理
の
分
は
、
村
合
併
と
同
時
に
新
村
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

 
 

関
係
村
に
お
け
る
土
木
、
耕
地
そ
の
他
各
種
の
継
続
事
業
お
よ
び
既
定
計
画
事
業
は
、
継

統
し
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。

（
一
四
） 

 

消
防
団
の
統
合

 
 

１ 
 

現
在
の
二
か
村
の
消
防
機
械
器
具
は
、
新
村
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

 
 

２ 
 

現
川
村
役
場
に
消
防
団
本
部
を
置
き
、合
併
関
係
の
村
の
各
分
団
は
そ
の
ま
ま
と
す
る
。

 
 

３ 
 

消
防
組
織 

 
 
 

消
防
団
長
一
人 

 
 
 

副
団
長
二
人

 
 
 
 

（
第
一
分
団
～
第
一
二
分
団 

 

川
村 

 
 
 

第
一
三
分
団
～
第
一
九
分
団 

 

四
浦
村
）

（
一
五
） 

 

村
税
そ
の
他
の
滞
納
整
理

（
一
六
） 

 

国
民
健
康
保
険

 
 
 
 

国
民
健
康
保
険
事
業
は
、合
併
と
同
時
に
統
合
し
、
全
区
域
内
に
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

（
一
七
） 

 

事
業

（
一
八
） 

 

左
の
団
体
の
早
期
統
合
を
あ
っ
せ
ん
す
る
。

 
 
 
 

農
業
協
同
組
合
、
農
業
共
済
組
合
、
森
林
組
合
、
青
年
団
、
婦
人
会
、
そ
の
他
の
団
体

（
一
九
）
村
税
の
賦
課
率 

 
 
 

均
一
課
税
と
す
る
。

４ 
 

合
併
時
の
三
役
及
び
正
副
議
長

５ 
 

合
併
時
の
関
係
村
の
現
況
表

長

助

役

収

入

役

議

長

副

議

長

村

名

川

村

四
浦
村

江
口

福
治

高
田
嘉
子
生

山
内

敏
敬

蓑
田

儀
実

丸
山

武
夫

村
山

善
心

橋
口

勝
利

有
瀬

武
夫

池
田

武

坂
口

三
亥

区

分

都
市
的

業

態

そ
の
他

の
業
態

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円 人人人人

人
人

戸人

平
方
粁

商

工

業

そ

の

他

そ

の

他

計計

農

業

官

公

署

中
学
校
以

上
の
学
校

中

学

校

高

等

学

校

国

税

納

税

額

県

税

納

税

額

市

町

村

税

納

税

額

前

年

度

予

算

総

額

会
社
、工
場
、事
業
場(

資
本
金
五
百
万
円
以
上)

生

産

額

鉱

工

産

農

産

そ

の

他

計

人

口

戸

数

面

積

業

態

生

業

の
割
合

二
四
二
、
七
九
五

八
八
、
八
七
九

一
一
八
、
八
六
二

一
二
三
、
九
三
二

― ―

四
五
、
四
〇
二

一
五
、
一
一
五

九
二
七

二
、
九
九
三

―

二
一
〇

八
、
一
八
六

四
、
九
三
一

三
、
二
五
五

七
二
七

九
四
・
七
八

三
五
一

三
七
八

一
一
九

六
一

五
八

六
〇
八

二
九
〇

三
一
八

一
、
五
三
四

九
八
七

五
四
七

八
、
九
二
六

六
、
三
九
二

八
二
、
四
八
七

― ―

二
四
、
二
九
一

七
、
九
五
〇

二
、
四
一
五

四
九
三

四
三
四

―

一四

五
、
八
〇
八

三
、
五
七
五

二
、
二
三
三

三
〇
・
四
三

五
、
九
三
〇

一
五
三
、
九
一
五

一
一
二
、
四
七
〇

四
一
、
四
四
五

― ―

二
一
、
一
一
一

七
、
一
六
五

五
七
八

―

一六

二
、
三
七
八

一
、
〇
二
二

一
、
三
五
六

六
四
・
三
五

二
、
九
九
六

相

良

村

川

村

四

浦

村

合

併

村


	相良村

